別表３
病原性微生物を用いる実験室の安全設備及び運営の基準 

●レベル1 
（1）通常の実験室を使用する（特別の隔離の必要はない。）。 
（2）一般外来者の立入りを禁止する必要はない。 
●レベル2 
（1）病原性微生物用の実験室を使用する。 
（2）エアロゾル発生のおそれのある実験は生物学的安全キャビネットの中で行う。 
（3）実験中は、一般外来者の立入りを禁止する。 
●レベル3 
（1）廊下への立入り制限及び二重ドア又はエアロックにより外部と隔離された病原性微生物実験室を使用する。 
（2）壁、床、天井、作業台等の表面は洗浄及び消毒が可能なようにする。 
（3）排気系を調節することにより、常に外部から実験室内に空気の流入が行われるようにする。 
（4）実験室からの排気は高性能フィルターで除菌してから大気中に放出する。 
（5）実験は生物学的安全キャビネットの中で行う。ただし動物実験は生物学的安全キャビネット又は陰圧ア

     イソレータの中で行う。 
（6）作業者名簿に記戟された入室承認者以外の立入りは禁止する。 
（7）その他実験室からの病原性微生物の逸出を未然に防止するための適切な措置を講ずる。 
注１：遺伝子組換え実験に用いられるP2、P3の実験室を、特定生物安全管理小委員会等の承認を得た上で、それぞれ、レベル2、レベル3の病原性微生物実験室として使用することができる。
注２：レベル2及び3の病原性微生物等のうち、特定病原体等の使用に当たっては、厚生労働省令で定める以下の技術上の基準を厳守すること。（ただし、ボツリヌス及びその毒素等では一部適用外となることがある）
　（１）実験室内部の安全キャビネット内で使用すること。
（２）実験室での飲食、喫煙及び化粧をしないこと。
（３）実験室では防護具を着用すること。

（４）実験室からの退室時に防護具の除染をすること。

（５）排気及び汚染のおそれのある排水又は物品は、実験室から持ち出す前に滅菌等をすること。滅菌は、オートクレーブ処理等の方法で行うこと。

（６）特定病原体等を使用した動物を実験室外にみだりに持ち出さないこと。

（７）飼育設備には、動物の逃走防止措置を講ずること。

注３：特定病原体等の使用に当たっては付表１「実験室入退室記録簿」、付表２「病原体等保管使用記録簿」、付表３「特定病原体等菌株台帳」を作成し、病原体等取扱主任者が管理すること。
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